
 

様式第１号（第５条関係）  

 

市川市新婚生活住まい応援補助金（初期費用）交付申請書兼請求書  

 

    令和８年６月１２日  

市川市長        

 

 

 

 

申請者 住   所  市川市八幡１-１-１  

氏  名 市川 太郎 

電話番号 047-711-0677 

 

 

 

 

市川市新婚生活住まい応援補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

なお、交付の決定を受けた場合は、当該交付の決定に係る同補助金の額を下記の振込

先に振り込んでください。また、次に掲げる内容を誓約し、及び承諾するとともに、

受講した講座について報告いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誓約事項】  

□ 本申請において、偽りその他不正な手段を行っていません。  

□ 夫婦等※ 1ともに、国又は他の地方公共団体から本補助金と同種の補助を受けて

いません。  

□ 夫婦等※ 1ともに、市川市暴力団排除条例（平成２４年条例第１２号）第２条第

３号に規定する暴力団員等又は同条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者

ではありません。  

【承諾事項】  

□ 申請日から２年以内に、市外に転出する予定はありません。  

□ 補助対象期間において居住又は婚姻等※ 2の状況が変更となる場合には、直ちに

市に報告します。  

□ 市川市が住民基本台帳の記録内容、納税状況その他市川市新婚生活住まい応援

補助金交付要綱第５条第３項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公募等で

確認することについて同意します。  

 ※ 同意することができない場合は、必要な書類の提出をお願いいたします。  

【受講講座について】 

 夫婦等※ 1ともに、次のいずれかの講座を受講しています。  

□ ライフデザイン講座  

□ プレコンセプションケアに関する講座 

※ 補助金の交付を受けるためには、夫婦等ともに、上記のいずれかの講座を受講

している必要があります。  

書類の記入日を記載してください  

・住所は建物名、部屋番号まで記載してください  

・申請者は支払いを希望する口座の持主としてください。  

・電話番号は常に連絡がとれる番号を記載してください。  

チェックマークを入れてください。  



 

記 

 

１ 申請者・新婚世帯等について  

婚 姻 等 ※ 2年 月 日 令和８年６月１２日  

申請者 

カ ナ ｲﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 生 年 月 日  平成 10年 6月 12日  

氏 名 市川 太郎  
年 齢  

（ 婚 姻 等 ※ 2 日 現 在 ）  
  ２８ 歳  

配偶者 

カ ナ ｲﾁｶﾜ ﾊﾅｺ 生 年 月 日  平成 8年 6月 12日 

氏 名 市川 花子  
年 齢  

（ 婚 姻 等 ※ 2 日 現 在 ）  
３０ 歳  

 
 
 

２ 振込先について  

フ リ ガ ナ ｲﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 

口 座 名 義 人 
市川 太郎  

金 融 機 関 名 

 

支店名 

 

口 座 の 種 別 
  

口 座 番 号 
 

 ※ 口座は申請者名義の口座としてください。  
 
 
 

３ 住居費（初期費用）について  

契 約 締 結 年 月 日 令和８年６月１２日  

敷 金 、 礼 金 及 び

仲 介 手 数 料 
敷金： 78,000円  礼金： 50,000円  仲介手数料： 80,000円  

支 払 日 令和８年６月１５日  

初 期 費 用 に 係 る

住 宅 手 当 等 

☑ 有り（  27,000円 ）  

□ 無し  

 
 
 

銀行 

振込み先は正確な情報を記載してください 

市川 

口座名義人と申請者を一致させてください 

市川   支店  

普通 
※ゆうちょ銀行の場合は、支店名（漢数字三文字）と

振込先の口座番号をゆうちょ銀行の Webサイトにて確認

のうえ、記載してください。  123456 

賃貸を開始した日ではなく、不動産会社（大家）と契約を

締結した日を記載してください。  

…Ａ  

…Ｂ  



 

４ 交付申請額及び交付請求額  

交 付 申 請 額 50,000 円 

交 付 請 求 額 
50,000 円 

 ※ 1 パートナーシップの関係を含む。  

※ 2 市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第４条第１項に規定する届出を含む。  

交付申請額及び交付請求額の求め方  

        Ａ         －       Ｂ  

（敷金・礼金・仲介手数料の合計）  （住宅手当（該当者のみ））  

＝50,000円より高い場合⇒交付申請額及び交付請求額は50,000円  

＝50,000円より低い場合⇒交付申請額及び交付請求額はＡ－Ｂ円の金額  


